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（公共交通機関による旅客の運送） 

【答】  

適格請求書の交付義務が免除される３万円未満の公共交通機関による旅客の運送については、

一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます（消法30⑦、消令49①一

イ、70の９②一）。 

一方、３万円以上の公共交通機関を利用した場合には、その利用に係る適格請求書の保存が

仕入税額控除の要件となりますので、ご留意ください。 

ただし、この場合であっても、公共交通機関である鉄道事業者から適格簡易請求書の記載事

項（取引年月日を除きます。）を記載した乗車券の交付を受け、その乗車券が回収される場合は、

一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます（消令49①一ロ）。 

なお、この場合の帳簿の記載事項については、問110《帳簿のみの保存で仕入税額控除が認め

られる場合の帳簿への一定の記載事項》をご参照ください。 

（参考） 

   ・ 適格請求書の交付義務が免除される取引：問 41参照 

   ・ 公共交通機関特例の３万円未満の判定単位：問 43 参照 

    

（古物商等の古物の買取り等） 

【答】  

古物営業法上の許可を受けて古物営業を営む古物商が、適格請求書発行事業者以外の者から

同法に規定する古物（古物商が事業として販売する棚卸資産に該当するものに限ります。）を買

い受けた場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます（消

法30⑦、消令49①一ハ⑴）。したがって、貴社が消費者から中古車の仕入れを行った場合には、

一定の事項を記載した帳簿を保存することで、仕入税額控除が認められます。 

なお、相手方が適格請求書発行事業者である場合は、適格請求書の交付を受け、それを保存

する必要があります。 

この場合の帳簿の記載事項については、問110《帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる

場合の帳簿への一定の記載事項》をご参照ください。 

また、古物商が適格請求書発行事業者以外の者から古物を買い取る場合のほか、適格請求書

発行事業者以外の者から仕入れを行う、次の場合も同様に、仕入税額控除のために保存が必要

な請求書等の交付を受けることが困難な場合として、一定の事項が記載された帳簿のみの保存

で仕入税額控除が認められます（消令49①一ハ⑵～⑷）。 

① 質屋営業法に規定する質屋営業を営む質屋が、適格請求書発行事業者以外の者から質物（質

屋が事業として販売する棚卸資産に該当するものに限ります。）を取得する場合 

問 105 取引先への移動に際し、券売機で乗車券を購入し、公共交通機関である鉄道を利用した

場合に、仕入税額控除の要件として請求書等の保存は必要ですか。【令和５年 10 月改訂】 

問 106 当社は、中古車販売業（古物商）を営んでおり、事業者及び消費者から中古車の仕入れ

を行っています。 

適格請求書等保存方式の下では、消費者からの仕入れは、仕入税額控除を行うことはでき

ないのですか。【令和５年 10 月改訂】 


